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７
月
26
日(

日)

潮
騒
公
園
に
お

い
て
、
�
の
へ
じ
常
夜
燈
フ
ェ
ス
タ

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
心
配
さ
れ
た
天
気
も
あ

が
り
、
午
後
ま
で
途
切
れ
る
こ
と
な

く
大
勢
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
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肥
料
・
資
財
の
高
騰
は
農
家
に
大
打
撃
を
与
え
る
し
、
今
夏
の

天
候
も
追
い
討
ち
を
か
け
て
い
る
。
今
年
は
ケ
ガ
ジ
年
に
な
る
の

か
心
配
だ
。

�
�
�
�
�
�

田
３
町
２
反
歩(

減
反
田
含
む)

、
畑
３
町
歩

(

借

地
含
む)

。

�
�
�
�
�
�
�

兼
業
農
家(
こ
か
ぶ
、
な
が
い
も
、
米)

。
季
節

野
菜

(

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
と
う
も
ろ
こ
し
ピ
ー
マ
ン
、
な

す
、
き
ゅ
う
り
な
ど)

。

��������	
������ �����������
���� 

��������

二酸化炭素の排出を減らすためにはどうすればいいので
しょうか？
私たちの暮らしを見直して､ できることから始めよう！
�	
���������������

●年間約65㎏のＣＯ２削減
●年間約4,000円の節約
入浴するときは沸かし直しのないよう時間をあけず
に入りましょう｡ お湯の流しっぱなし×｡ 節水機能付
きシャワーヘッドなどを使うと便利です｡
※ ｢節水｣ の推進

������� !"#$%&��

●年間約17㎏のＣＯ２削減
●年間約5,000円の節約
残り湯を､ 洗濯や庭木の水やりなどに有効に活用し
ましょう｡
※ 残り湯の有効活用＝ ｢節水｣ の推進
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兼
業
農
家
で
農
作
業
は
、
奥

様
が
主
役
で
本
人
は
脇
役
に
徹

し
て
い
る
。

朝
、
４
時
起
き
で
６
時
ま
で

こ
か
ぶ
を
畑
か
ら
作
業
小
屋
に

運
び
水
洗
い
す
る
ま
で
が
本
人

の
仕
事
。
後
は
母
親
、
妻
と
作

業
員
３
人
で
作
業
を
行
う
。
朝

ご
は
ん
を
食
べ
て
７
時
に
は
ア

ル
バ
イ
ト
に
出
か
け
る
毎
日
。
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赤
系
・
青
系
・
黒

系
・
緑
系
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10
月
下
旬
予
定

&
'
(

役
場
企
画
財
政
課

(

64－

２
１
１
１
内
線
２
６
６)

)
*

９
月
30
日(

水)
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今回は､ 救急活動について町民の皆様から多く寄せられる質問などについて､ ｢Q&A｣ としてお答えします｡

��c'����
c�U6��)��k����f��m'���k��

��c野辺地消防署の救急隊は､ 常時１～２名の救急救命士が乗務し､ 患者の状態を的確に判断し､ 必要に応じて､ 早期から高度な救
急医療処置を現場で実施しているためです｡ 救急車内では､ 様々な医療資機材を使って患者の観察や処置を行います｡ また､ 病
院との専用回線 (ホットライン) を通して､ 患者の状態を伝え､ 密接な連携のもとに搬送しています｡ 患者の状態などを伝えな
いままに､ すぐに病院へ搬送しても､ それらに応じた受け入れ準備ができないため､ 結果的に処置の遅れなどにつながってしま
います｡ また､ 夜間や土､ 日､ 祝日など小児科救急や産婦人科対応､ 特殊疾患などの受け入れ病院を選定するため､ 現場に滞在
する時間が長くなる場合もありますので､ ご理解とご協力をお願いします｡

��c'�����������A�2�A��k��

��c救急現場には様々な困難があります｡ 通常は救急隊３名で出動しますが､ 患者が２階の奥や重症な場合などには､ 処置や搬出に
時間がかかってしまいます｡ そのため､ 救急活動を支援するために消防隊も救急現場へ出動しています｡ また､ 救急車がすべて
出動中の場合などは､ 先に消防隊が救急現場へ急行し応急処置を行います｡ これら消防車 (Pumper) と救急車 (Ambulance) が
連携して救急活動を行うことを ｢PA連携｣ といい､ 円滑な救急活動の実施で救命率の向上に努めています｡

�]c ¡�¢�£2¤��2�A�
'��k��

�]c救急車のサイレンは､ ｢ピーポー｣ ですが､ 交通量の多い交差点など赤信号で進入する場合には､ 安全確保のため､ 一時的に
｢ウ～｣ 音や ｢交差点に進入します､ 注意してください｡｣ などの音声合成装置を使い注意喚起を行っています｡ また､ 消防車の
サイレン音については､ 火事の時は､ ｢ウ～｣ 音と ｢カンカンカン｣ という鐘の音 (警鐘) を交互に繰り返して鳴らします｡ そ
れ以外の救助出動や警戒出動､ 救急活動支援出動の時などは､ ｢ウ～｣ 音のみのサイレンとなります｡ これにより､ 火事とその
他の出動を区別することができます｡ この他に､ 火事が消えた後や台風などの警戒で巡回する時は､ ｢カンカンカン｣ と警鐘の
みを鳴らしながら注意を呼びかけています｡

�¥c¦�z§�
c��¨&��A��k��

�¥cドクターヘリは､ 八戸市立市民病院を運航拠点として､ 365日出動体制にあります｡ 野辺地消防署では､ 町内においてドクター
ヘリが有効と思われる事案が発生した場合には､ 即座に要請し､ 救命や後遺症の低減につなげることができるよう､ 質の高い救
急医療サービスの提供に鋭意努めています｡ ドクターヘリは要請から約１５分で飛来し､ 搭乗してくる救急専門医により早期か
ら高度な治療を開始することができます｡ 運航は日没までで､ 天候に左右される場合もあります｡

この他にも､ 疑問や質問等がございましたら､ お気軽にお問い合わせください｡ また､ ９月12日 (土) 駅前 ｢停車場まつり｣ 会場
内において ｢救急フェア2009｣ を開催しますので､ 多数の皆様のご来場をお待ちしております｡
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町
で
は
、
原
子
力
政
策
の
理
解
を

よ
り
一
層
促
進
す
る
う
え
で
、
広
報
・

安
全
等
対
策
交
付
金
事
業
活
動
の
一

環
と
し
て
、
原
子
力
関
連
施
設
見
学

会
を
行
い
ま
す
の
で
、
参
加
者
を
募

集
し
ま
す
。

!
"

10
月
８
日(

木)

・
９
日

(

金)

１
泊
２
日

#
$
%

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所

Ｊ
Ｒ
交
通
使
用

&
'
�
(

12
名
ま
で

(

申
込
順)

※
本
事
業
に
お
い
て
、
原
子
力
施
設

等
を
見
学
し
た
こ
と
の
な
い
方
を

優
先
し
ま
す
。

)
*
+

町
内
に
在
住
す
る
方
、
ま

た
は
町
内
の
事
業
所
に
勤
務
し
て

い
る
方

&
'
,
-

９
月
７
日(

月)

〜
９

日(

水)

電
話
に
て
受
け
付
け
ま

す

.
/
0

旅
行
傷
害
保
険
代
５
０
０

円
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

1
2
%

役
場
企
画
財
政
課

(

64－

２
１
１
１(

内
線
２
６
６)

3
4
5
6
7
#
$
8

.
/
+
&
'
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中
園

美
穂
氏

弘
前
大
学
国
史
研
究
会
会
員

県
史
編
さ
ん
調
査
研
究
員

;
<

９
月
12
日(

土)

適
当
な
排
水
設
備
工
事
を
行
う
た

め
責
任
技
術
者
の
資
格
試
験
が
下
記

の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

●,
!

平
成
21
年
11
月
４
日(

水)

●=
>

県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

●?
9
0

８
�
０
０
０
円(

振
込

手
数
料
除
く)

●@
6
,
-

日
本
下
水
道
協
会
青

森
県
支
部

●1
2
�
�
A
B
C
D
?
E

９
月
１
日(
火)

〜
９
月
15
日(

火)

●1
2
�
F

申
込
書
に
所
定
の
書

類
を
添
え
て
直
接
野
辺
地
町
役
場

ま
で
提
出
下
さ
い
。

●G
H
I
J

11
月
24
日(
火)
午
前

９
時
野
辺
地
町
第
二
庁
舎
内
に
掲

示
※
受
験
資
格
に
つ
い
て
は
左
記
に
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

K
G
L
%

建
設
環
境
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
64－

２
１
１
１(

内
線
２

７
４)

M
N
7
O
P
Q
R
S

T
U
+
V
W
X
@
6

13
時
30
分
よ
り

;
Y
Z

野
辺
地
町
立
中
央
公
民
館

[
\

野
辺
地
町
歴
史
を
探
る
会

町
立
歴
史
民
俗
資
料
館

現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
証
は
、
平
成
21
年
９
月
30
日
で
有

効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
新
し
い
保

険
証
へ
更
新
と
な
り
ま
す
。

更
新
の
方
法
は
、
９
月
下
旬
に
一

部
の
方
を
除
い
て
、
各
世
帯
へ
直
接

郵
送
と
な
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、

平
成
21
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
22
年

９
月
30
日
ま
で
の
１
年
間
と
な
り
ま

す
。
期
限
が
切
れ
た
古
い
保
険
証
は
、

各
自
で
責
任
を
も
っ
て
ハ
サ
ミ
等
を

入
れ
て
破
棄
す
れ
ば
、
役
場
へ
届
け

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
昨
年
よ
り
１
人
１
枚
の
保

険
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
保
険
証

が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
記
載

事
項
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
手
数
で
も
町
民
課
国
民
健
康
保
険

担
当
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
証
は
大
切
に
保
管
し
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
、
正
し
く
使
用

]
�
^
_
`
a
b
c
d
�
e
f
�
L

し
ま
し
ょ
う
。

g
`
a
b
�
h
i
j
k
�
F
l
�
m

k
n
o
�
�
p
q
r
�
 

g
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�
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~
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�
�
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�
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;
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�
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e
K
G
L
%

町
民
課
国
保
年
金
・

医
療
班(

64－

２
１
１
１
内
線
２

２
９)

!
§

10
月
４
日(

日)

午
後
１
時

開
会
式

=
>

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
の
へ
じ

¨
©

自
由
形
・
背
泳
ぎ
・
平
泳
ぎ

(
各
種
目
４
、
５
年
生
25
㍍
／
６

年
生
50
㍍)

・
フ
リ
ー
リ
レ
ー

(

25
㍍
×
４
人)

ª
«
¬
�

®
¯
N
°
±
8
.
/
+
&
'

.
/
²
H

町
内
小
学
校
４
〜
６
年

生
男
女

.
/
0

１
０
０
円(

ス
ポ
ー
ツ
保

険
分)

1
2
�
K
G
%

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ

の
へ
じ(

64－

９
７
７
７)

³
´

９
月
25
日(

金)

12
時
締
切
り

｢

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品｣

と
は
、

低
価
格
な
の
に
安
全
性
や
効
き
目
は

新
薬
と
同
等
と
認
め
ら
れ
て
い
る
後

発
医
薬
品
で
、
厚
生
労
働
省
認
可
の

も
と
で
製
造
・
販
売
さ
れ
た
薬
で
す
。

安
全
性
も
品
質
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、

薬
代
が
節
約
で
き
る
た
め
、
年
々
増

え
続
け
る
医
療
費
の
節
減
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
一
定
期
間
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
を
試
し
て
み
て
か
ら
変
更

す
る
か
ど
う
か
決
め
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

自
分
が
使
う
お
薬
だ
か
ら
こ
そ
、

医
師
や
薬
剤
師
と
相
談
し
な
が
ら
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
で
薬
代
の
負

担
を
軽
く
し
ま
せ
ん
か
。

な
お
、『

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

希
望
カ
ー
ド』

は
役
場
国
保
窓
口
で

配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

������� ��
������� ��

������� ��
������� ��

������� ��
������� ��

������� ��
������� ��

							 		







 



������� ��
������� ��


���������

���������
���������


���������

���������



�

�
�

�
�

�
�
�

���

	


�
�

◆
野
辺
地
ホ
ー
ム
慰
問
／
11
日(
金)

16
時
30
分
〜

◆
奉
仕
活
動
／
12
日(

土)

９
時
30

分
〜

◆
避
難
訓
練
／
25
日(

金)

◆
料
理
教
室
／
26
日

(

土)
(

申
込

み
締
切
日
24
日
、
参
加
費
１
５
０

円)

10
時
30
分
〜


�

�
�

�
�
�

���

�


�
�

���������	
������
終 の 住 処 ( 芥 川 賞 ) 磯 崎 憲一郎

太 陽 を 曳 く 馬 上 ・ 下 高 村 薫

煉 獄 の 使 徒 上 ・ 下 馳 星 周

こ ろ こ ろ ろ 畠 中 恵

筆 談 ホ ス テ ス 斉 藤 里 恵

運 命 の 人 ４ 山 崎 豊 子

昭 和 史 半 藤 一 利

幸 せ の 風 が 吹 い て い る 木 村 藤 子

天山の巫女１～３ (講談社児童文学新人賞受賞) 菅 野 雪 虫

図書館で出会える１００冊 田 中 共 子

� � � �

����

●ペットは友達の本展

２日 (水) ～13日 (日)

●敬老の日に薦める本展

15日 (火) ～30日 (水)

2
3
4
5
6
7
�
8
9
:
;
<
�
!
=
"
#
$
%
&
'
(

現
在
お
持
ち
の｢

重
度
心
身
障
害

者
受
給
者
証｣

ま
た
は｢

重
度
心
身

障
害
者
受
給
者
決
定
通
知
書｣

は
、

９
月
30
日
で
期
限
が
切
れ
ま
す
。

次
の
日
程
で
更
新
の
手
続
き
を
行

い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
更
新
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在

に
お
い
て
、
受
給
者
本
人
お
よ
び
受

給
者
を
扶
養
し
て
い
る
方
の
住
所
が

当
町
に
な
い
場
合
は
、
前
住
所
地
の

｢

平
成
21
年
度
所
得
証
明
書｣

が
必

要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
は
、
次
に

該
当
す
る
方
は
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
助
成
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
65
歳
未
満
の
方
で
次
の
事
項
に
あ

て
は
ま
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
・(

１
級
・
２

級)

及
び(

内
部
障
害
３
級)

の

所
持
者
。

②
青
森
県
愛
護
手
帳(

Ａ)

の
所
持

者
。

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳(

１

級)

所
持
者
。

た
だ
し
、
前
年
の
所
得
が
限
度

額(

老
齢
福
祉
年
金
の
所
得
制
限

を
準
用)

以
上
の
場
合
や
、
生
活

保
護
の
適
用
を
受
け
て
い
る
方
は
、

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

>
?

９
月
28
日(

月)

〜
10
月
２

日(

金)

…
《
保
険
証
に
よ
り
月

日
が
ち
が
い
ま
す
。
》

@
A

役
場
町
民
課(

国
保
の
窓
口)

必
要
な
書
類
な
ど

①
更
新
申
請
書(

９
月
中
旬
に
郵

送
し
ま
す)

②
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証(

黄

色
の
カ
ー
ド)

ま
た
は
受
給
決

定
通
知
書(

白
い
カ
ー
ド)

③
印
か
ん

④
健
康
保
険
証

⑤
所
持
し
て
い
る
各
障
害
者
手
帳

詳
し
い
こ
と
は
、
役
場
町
民
課

(

64－
２
１
１
１
内
線
２
４
１)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
英
会
話
サ
ー
ク
ル
／
２
日

(

水)

・
７
日(

月)

・
16
日(

水)

の

い
ず
れ
も
10
時
〜

◆
お
は
な
し
会
／
５
日(

土)

10
時

〜

◆
ブ
ッ
ク
ハ
ロ
ー(

７
ヶ
月
児
相
談
・

健
康
増
進
セ
ン
タ
ー)

／
９
日

(

水)

10
時
〜

◆
朗
読
の
会
／
10
日(

木)

10
時
〜

｢

秋
桜｣

◆
映
画
を
楽
し
む
会
／
10
日

(

木)

13
時
30
分
〜｢

ホ
タ
ル｣

◆
絵
本
を
楽
し
む
会
／
11
日

(

金)

10
時
〜

◆
お
は
な
し
工
房(

読
み
聞
か
せ
と

簡
単
な
工
作)

／
12
日(

土)

14

時
〜

◆
古
典
に
親
し
む
会
／
18
日

(

金)

13
時
30
分
〜｢

徒
然
草｣

◆
虹
色
の
会)

／
19
日(

土)

13
時

30
分
〜

�
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西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委

員
の
選
挙
人
名
簿
は
、
毎
年
９
月

１
日
現
在
で
有
権
者
の
申
請
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
ま
す
。

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、

定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
用
紙
は
町
選
挙
管

理
委
員
会
と
町
漁
業
協
同
組
合
に

備
え
て
お
り
ま
す
。

B
C
D
E
F
G

①
当
町
に
住
所
ま
た
は
事
業
所
を

有
す
る
方
で
、
１
年
に
90
日
以

上
漁
船
を
使
用
す
る
漁
業
を
営

み
、
ま
た
は
、
漁
業
者
の
た
め

に
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
水
産

動
植
物
採
捕
も
し
く
は
養
殖
に

従
事
し
た
方
。

②
海
藻
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
船

の
使
用
を
条
件
と
し
ま
せ
ん
。

B
C
>
H

９
月
３
日(

木)

〜
５
日(

土)
B
C
I
J
K
L
M
%
N
O
(
P

町
選
挙
管
理
委
員
会

(

64－

２
１
１
１
内
線
２
６
４)
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青
森
県
で
は
、
平
成
18
年
か
ら
、

地
方
税
電
子
化
協
議
会
が
運
営
す
る

地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム(

通
称

｢eLTAX

：
エ
ル
タ
ッ
ク
ス｣)

を
利

用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

法
人
関
係
税(

法
人
県
民
税
・
法
人

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税)

の
申

告
受
付
を
開
始
し
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
 
�

法
人
関
係

税(

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業
税
・

地
方
法
人
特
別
税)

の
申
告
手
続
き

�
�
�
�
�
�
!

納
税
者(

法
人)

及
び
代
理
人(

税
理
士
な
ど)

�
"
#
�
$
%
&
'

無
料
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
るeLTAX

専
用
ソ

フ
ト｢PCdesk｣

等
で
、
申
告
書
の

作
成
や
申
告
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

�
�
�
(
�
)
*

eLTAX

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
利
用
届
出
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
初
め
て
利
用
さ

れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め｢

電

子
証
明
書｣

の
取
得
が
必
要
で
す
。

な
お
、
利
用
届
出
後
、
実
際
の
申
告

が
で
き
る
ま
で
数
日
か
か
り
ま
す
。

ご
利
用
方
法
等
、
詳
細
に
つ
い
て

は
下
記
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。eLTAX

ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ：

http://www.eltax.jp/
+
,
-
.
/

上
北
地
域
県
民
局
県

税
部

課
税
課

電
話：

０
１
７
６－

22－
８
１
１
１(

内
線
２
０
７
・
２

０
８)

�
�
�

�
�
�

�
�
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町
で
は
、
震
災
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、
一
定
の
条
件

を
満
た
す
木
造
住
宅
の
所
有
者
が
耐

震
診
断
を
希
望
す
る
場
合
に
、
専
門

的
知
識
を
有
す
る
耐
震
診
断
員
を
派

遣
し
、
耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

�
0
1
2

町
内
に
あ
り
、
次
の
要

件
全
て
に
該
当
す
る
住
宅

◎
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
も
の
。

◎
一
戸
建
て
専
用
住
宅
ま
た
は
併
用

住
宅�

�
�

�
�

�

で
、
地
上
階

数
が
２
以
下
の
も
の
。

◎
在
来
軸
組
構
法
ま
た
は
伝
統
的
構

法
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
た
木
造
住

宅
で
あ
る
こ
と
。

◎
現
在
、
居
住
し
て
い
る
住
宅
で
あ

る
こ
と
。

◎
原
則
と
し
て
、
延
べ
床
面
積
が
２

０
０
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。
※
２

０
０
㎡
を
超
え
る
場
合
は
派
遣
対

象
者
負
担
増
額

3
4
5
6

10
戸(

応
募
多
数
の
場

合
は
抽
選)

7
8
9
�

１
戸
あ
た
り
８
千
円

�
�
:

建
設
環
境
課
で
配
布
。
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
。

�
;
�
�
<
,
=
-
>
.

９
月
７
日

(

月)

〜
10
月
９
日

(

金)

ま
で
に
建
設
環
境
課
64－

２

１
１
１(

内
線)

２
７
６
へ

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

町では､ 2005年９月より､ 一人でも多くの町民に 『健康づくりの大切さ』 を知ってもらうため､ 毎年９月を健康づくり推進
月間として位置づけています｡
国民健康・栄養調査結果によれば､ 糖尿病が強く疑われる人､ その可能性が否定できない人をあわせると約2,210万人 (Ｈ

19) となり､ 生活習慣病の増加は､ 国民の健康面における重要な課題となっています｡
生活習慣病の発症や進行を防ぐためには､ 生活習慣の改善､ とりわけ食生活の見直しが重要です｡ 23�45とは①エネル

ギー源の炭水化物が含まれる64②血や肉になるたんぱく質が含まれる67③体の調子を整えるビタミン・ミネラルが含まれ
る879:;がそろった食事です｡ 64<87<67�=<><?の割合だと､ バランスがとれています｡ 普段の食事と比べ
ていかがでしょうか｡ 食事のとき､ これらがそろっているか意識してみて下さい｡

健康づくりは自分の心身の状態を把握することから始まります｡ @A�BC$�DEF�
G.HI�/JKL-M-��N��OPQRSTCUVW���XF/YZ[�\]^_J
`-1

a+00bcdea
<fghijklRmno：

和食コースレシピ> より

��������	
�������

p67<q[r�\/Istu

＊左下がこかぶのごまみそ煮

・生揚げはゆでて油抜きをし､ 一口大に切る｡ こ
かぶは皮をむいて４～６つ切りに､ こかぶの葉
はゆでておく｡ ごまはすり鉢ですっておく｡
・こかぶを分量の水に入れゆでる｡
・こかぶに火が通ったら､ 生揚げとすった白ごま
を含めた調味料を加え､ 10分ほど煮て味を含ま
せる｡
・最後にこかぶの葉を入れて､ かるく混ぜる｡

材料 (４人分)
生揚げ 200ｇ こかぶ 200ｇ
かぶの葉 200ｇ 水 160ml
白ごま 大さじ１
みそ 大さじ1.5
さとう 大さじ１
酒 小さじ２
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戸
籍
の
窓｣

に
は
、
当
町
に
住
民

登
録
し
、
当
町
に
届
け
ら
れ
た
出
生

と
死
亡
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す

る
こ
と
な
の
で
、
載
せ
て
ほ
し
く
な

い
場
合
は
、
届
け
出
の
際
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。(

７
月
受
付
分)町

民
課

野
坂

美み

心こ

ち
ゃ
ん(
敦)

川

目

鳴
海

瑠る

華か

ち
ゃ
ん(
昭
吾)
八
幡
町

吉
田

倖こ
う

輝き

く
ん(

保
浩)
金

沢

古
林

日ひ

和よ
り
ち
ゃ
ん(

大
樹)

下

袋

荒
川

そ
ら
ち
ゃ
ん(

誠)

中

袋

廣
野

太
陽

た
い
よ
う

く
ん(

貴
士)

枇
杷
野

原
田

な
つ
さ
ん(

91)

松
ノ
木
平

幸
坂
ヨ
シ
ヱ
さ
ん(

85)

浜

町

中
�
は
な
江
さ
ん(

90)

下

袋

瀧
澤

リ
ヱ
さ
ん(

100)

下

袋

上
野

眞
一
さ
ん(

88)

金

沢

木
明
三
之
助
さ
ん(

88)

金

沢

柏
�

正
雄
さ
ん(

87)

金

沢

二
ツ
森
但
志
さ
ん(

61)

蟹

田

川
下

進
さ
ん(

66)

中

袋

田
島
兼
太
郎
さ
ん(

74)

有

戸

野
村

直
さ
ん(

81)

新

町

星
野

純
一
さ
ん(

55)

下

町

二

村
山

富
雄
さ
ん(

57)

下

袋

楢
崎

勝
見
さ
ん(

84)

枇

杷

野
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������ ��

町
で
は
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
券
に
よ

り
町
内
の
公
衆
浴
場
を
利
用
で
き
る

｢

高
齢
者
入
浴
サ
ー
ビ
ス｣

を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
該
当
者
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

４
月
１
日
現
在
、
満
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
み
で
居
住
す
る
住
民
税
が

非
課
税
世
帯
の
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

(

他
の
世
帯
と
同
居
し
て
い
る
方
を

除
く
。)

�
�
�
�
 
!
"
#
$
%
&

利
用
が
認
め
ら
れ
た
翌
月
か
ら
翌

年
の
３
月
ま
で
、
一
月
あ
た
り
１
枚

の
入
浴
サ
ー
ビ
ス
券
を
交
付
し
ま
す
。

�
'
(
)
*

入
浴
サ
ー
ビ
ス
券
一
枚
と
自
己
負

担
金
百
円
を
納
め
て
入
浴
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

�
+
,
�
-

雁
乃
湯
・
若
葉
温
泉
・
タ
カ
ラ
の

湯
・
野
辺
地
温
泉
ラ
ン
ド

�
.
/
0
1
2
$

氏
名
が
分
か
る
健
康
保
険
証
等
・

印
鑑(

代
理
人
の
場
合
は
、
代
理
人

の
印
鑑
と
利
用
者
の
印
鑑)

�
�
3
-
4
5
6
7
8
9
:

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
係

�
64－

２
１
１
１

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

��������	
��
�����

Z[\]^_`abcde�#

かかりつけ医､ 服薬内容､ 持病､ 緊急連
絡先などの医療情報用紙のほかに､ 診察券
(写し)､ 健康保険証 (写し) を専用の容器
に入れ､ 自宅 (冷蔵庫) に保管しておきま
す｡
万一､ 119番出動で救急隊員が駆けつけ

た際に､ 医療情報などを確認することで､
適切で迅速な対応が可能となります｡

Zfghijd

65歳以上の高齢者や障害者の方で､ 健康
上不安を抱えている方を対象とします｡
専用の容器や保管を知らせるステッカー

などは､ 無料で差し上げます｡

ZklX'mnod

役場健康福祉課 �64－2111
健康増進センター �64－1770
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こ
れ
か
ら
も
、
ピ
カ
ピ
カ
の
歯

で
、
た
く
さ
ん
昊
翔
ス
マ
イ
ル
見
せ

て
ね
！
。｣(

母
、
三
奈
子
、
駅
前
一)

�� �
��

�
�

���

｢

虫
歯
ゼ
ロ
ヤ
ッ
タ
ー
!!
チ
ョ
コ

大
好
き
な
も
も
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
虫
バ

イ
キ
ン
が
こ
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
か

ら
も
、
毎
日
は
み
が
き
が
ん
ば
ろ
う

ネ｣
(

母
、
さ
お
り
、
馬
門
二)

�� ��
�� !

��

｢

虫
歯
０
お
め
で
と
う
！
こ
れ
か

ら
も
、
食
べ
た
ら
歯
み
が
き
続
け
よ

う
ネ｣

(
母
、
麗
子
、
中
袋)

"# $
%

&
'

���

｢

こ
れ
か
ら
も
、
毎
日
歯
み
が
き

し
て
、
キ
レ
イ
な
歯
の
沙
羽
で
い
れ

ま
す
よ
う
に
！｣

(

母
、
早
海
、
馬

門
二)
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北
部
上
北
広
域
事
務
組
合
消
防
本

部
で
は
、
今
年
度
、
甲
種
防
火
管
理

新
規
講
習
を
左
記
の
と
お
り
開
催
し

ま
す
。

防
火
管
理
義
務
の
あ
る
建
物
の
方
、

又
は
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
こ

の
機
会
に
是
非
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

!
"
#
$

11
月
11
日(

水)

〜
12
日

(

木)(

２
日
間)

９
時
〜
16
時

%
&

六
ヶ
所
村
文
化
交
流
プ

ラ
ザ
ス
ワ
ニ
ー(

六
ヶ
所
村
大
字

尾
駮
字
野
附
１－

８)
'
(
�
)

最
寄
り
消
防
署
で
申
込

書
に
所
定
事
項
を
記
入
の
う
え
、

受
講
料
４
�
０
０
０
円
を
添
え
て

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

*
+
,
-

９
月
28
日(

月)

〜
10
月

20
日(

火)(

定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
ま
す
の
で
お
早
め
に
申
込

く
だ
さ
い
。)

※
詳
し
く
は
、
消
防
本
部
消
防
課
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
電
話
64
―

０
６
５
０)

.
/
0
1
2
3
4
5
!
"
6
7
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0
1
2
3
4
5
6
3
7
�
8
9
�
:
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�
�
=
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新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
だ
れ
も

免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
急

速
に
感
染
が
広
が
り
生
命
や
健
康
に
重

大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
い
い
ま
す
。

今
回
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、

動
物
間
で
の
感
染
で
あ
っ
た
も
の
が
突

然
変
異
に
よ
り
、
人
に
感
染
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
、
そ

の
構
成
が
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
も
の

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
確
認
当
初
は

豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

?
�
=
�
@
0
1
2
3
4
5
6
3
7
8

A
B
*
�
�
=

油
断
は
禁
物
で
す
。
通
常
の
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
は
、
毎
年
秋
以
降
に
流
行
し

ま
す
が
、
今
年
は
こ
の
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
も
加
わ
り
い
っ
し
ょ
に
流
行
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後

の
感
染
に
つ
い
て
は
、
現
在
よ
り
は
る

か
に
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
世
界
中
で

感
染
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
え
て
こ
れ
か
ら
ま
た
、
重
症
度
の

高
い
新
た
な
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が

発
生
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

0
1
2
3
4
5
6
3
7
8
C
D
E
F
2

3
4
5
6
3
7
G
�
H
I
J
*
K
�
.

F
�
�
=

い
い
え
。
今
回
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

は
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
様
、

感
染
力
は
強
い
も
の
の
ほ
と
ん
ど
の
人

が
軽
症
で
回
復
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
糖
尿
病
や
喘
息
等
の
基
礎

疾
患
が
あ
る
人
を
中
心
に
重
症
化
す
る

例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

妊
婦
や
乳
幼
児
、
高
齢
者
の
方
々
も
重

症
化
し
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

0
1
2
3
4
5
6
3
7
F
L
M
8
9
F

G
N
�
O
P
�
�
9
�
:
I
Q
P
R
�

�
=
>新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
多
く
の

人
が
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
通

常
の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
比
べ

る
と
、
感
染
が
拡
大
し
や
す
く
多
く
の

人
が
感
染
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
症
状
は
、

突
然
の
高
熱
、
咳
、
喉
の
痛
み
、
だ
る

さ
に
加
え
て
鼻
水
や
頭
痛
な
ど
の
季
節

性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
似
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

比
べ
て
下
痢
や
嘔
吐
が
多
い
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
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平成20年５月12日に発生した中国・四川大地震で多くの学校が倒壊したことなどを受け､ 平成20年6月8日 ｢地震防災対策特
別措置法の一部を改正する法律｣ が施行され､ 昭和56年以前に旧耐震基準で建築された学校の耐震診断の実施と診断結果の公
表が義務づけられました｡
当町は､ 平成18年度に耐震化優先度調査を実施しておりましたが､ この度､ 平成20年度に実施した野辺地中学校耐震診断調

査が終了いたしましたので､ 町民の皆様に耐震診断等の状況を公表し､ 耐震化事業を計画的に推進して参ります｡

��������	
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１. 構造・階数の表示
ＲＣ３の場合：ＲＣは鉄筋コンクリート造､ ３は３階建のこと

である｡
Ｓ ２ の 場 合：Ｓは鉄骨造､ ２は階数のことである｡
ＳＲＣ２の場合：ＳＲＣは鉄骨鉄筋コンクリート造､ ２は２階建

のことである｡
２. 優先度調査ランク：どの学校施設から耐震診断又は耐力度調査を
すべきかの優先度を目的に､ 調査した結果①～⑤の５段階の優先度
ランクを判定したものである｡ 数字が低いほど耐震診断等の実施の
必要性が高いことを表す｡

３. Is (構造耐震指標) とは建築物の耐震性能 (地震に対する安全性)
を数値化したものである｡ 通常は値が0.6以上あれば耐震性能を満
たすとされていますが､ 文部科学省では学校の重要性を考慮し値が
0.7以上あれば耐震性能を満たすとされています｡ Is値に対する耐
震性能は下記のとおりであり､ 値が大きいほど耐震性能が高いこと
を表す｡

４. 馬門小学校屋内運動場及び野辺地中学校屋内運動場は､ 新耐震基
準によって建築されているため､ 耐震診断の対象から除外されていま
す｡

Is値 耐 震 性 能

0.3未満 大地震時 (震度６強想定) に倒壊または崩壊する危険性が高い

0.3以上0.7未満 大地震時 (震度６強想定) に倒壊または崩壊する危険性がある

0.7以上 大地震時 (震度６強想定) に倒壊または崩壊する危険性が低い
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./ 0 後期高齢者医療制度の運営に関する
意見・提案を行っていただきます｡

.1 2 委嘱の日から２年間

.3456 県内在住40歳以上の方で､ 平日昼間青森市
での会議に出席できる方

.4789 ８人(応募者の中から選考により決定)
①75歳以上の被保険者 ６人
②65歳以上の障害認定被保険者 １人
③40歳以上の他の医療保険被保険者 １人

.34:; 応募用紙及び ｢後期高齢者医療制度に関す
る意見 (400字程度)｣ を提出

.342< 平成21年９月１日(火)～24日(木)

.= > ? 会議１回の出席につき謝礼5,000円及び交
通費 (公共交通機関利用実費相当額)

.34@A�BC?DEF�GHIJK�LMN
役場町民課窓口
電話 0175－64－2111
青森県後期高齢者医療広域連合 総務課
電話 017－721－3821 ホームページ
http://www.aomori-kouikirengou.jp/

��������	
�����
�������
��������� 

町内巡回による犬の狂犬病予防注射を下記により実施いたしま
す｡

2 < $%!�&�O(P*#Q-RS*#T-
・詳細な時間や場所は､ 広報のへじ10月号でお知らせします｡
・登録済みの飼い犬で､ 本年度において狂犬病予防注射を受けて
いない場合若しくは動物病院等で受けた場合においても､ 平成
21年度狂犬病予防注射済票の交付 (手数料：550円) を受けて
いない場合は､ 飼主の方に別途通知 (ハガキ) いたします｡
※９月中旬頃発送
※平成21年度狂犬病予防注射済票交付先

野辺地町建設環境課 ℡ 64－2111 (内) 223

������ !"#
$%&'()*�+,����

最近､ 犬の放し飼い等の苦情があとをたちません｡ 飼い主はマナー
を守り､ 他の人に迷惑をかけないようにしましょう｡
１ 犬の放し飼いは禁止です｡
犬は首輪が抜けたり綱が外れたりしないようにきちんとつないで
飼いましょう｡

２ 犬のふんは持ち帰りましょう｡
散歩時の犬のふんを持ち帰ることは､ 飼い主としての最低限のマ
ナーです｡

３ 犬に無駄吠えをさせないようにしましょう｡
犬の無駄吠えは近所迷惑となります｡ 吠える原因となるものを除
き愛情を根気よくしつけることが大切です｡
. UVN 野辺地町建設環境課 TEL 64－2111 (内) 223

������������������������			
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募集種目 応 募 資 格 受付期間 試験期日 試験場所

看護学生
男
女
高卒(見込含)
24歳未満

９月７日
～

10月２日

10月24日(土)
八戸福祉公民館
(八戸市類家)

防衛医科
大学校学生

男
女
高卒(見込含)
21歳未満

10月31日(土)
11月１日(日)

青森第二合同庁舎
共用会議室

防 衛 大
学校学生

男
女
高卒(見込含)
21歳未満

11月７日(土)
11月８日(日)

八戸福祉公民館
(八戸市類家)

◎細部については､ 下記までお問い合わせ下さい｡
〒033－0037 三沢市松園町三丁目６－16

中野プラザビル２Ｆ (ユニバース隣)
自衛隊青森地方協力本部 三沢募集案内所
電話､ ＦＡＸ 0176－53－1346
e-mail:plomisawa@carrot.ocn.ne.jp
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� � � �
国民年金に関する
こと

今月は休みです
次回は

10月28日(水)
10：00～15：00

中 央 公 民 館

青森社会保険事務所(庶務給付)
０１７－７３４－７４９５
※ (10月から完全予約制です｡)
〒030-8554青森市中央１丁目22-8

� � � �
困りごと・いやが
らせ等人権の擁護
に関すること

９月８日(火)
９：00～12：00

野 辺 地 町
中 央 公 民 館

人権擁護委員
64－２１１１

９月９日(水)
９：00～12：00

七戸町本庁舎
七戸町七戸庁舎

人権擁護委員
0176－68－2111

９月７日(月)28日(月)
10：00～12：00 東北町本庁舎 人権擁護委員

0176－56－3111
９月18日(金)
９：00～12：00 平 沼 支 所 人権擁護委員

72－2111

� � � �
行政に関する苦情・
要望等に関すること

９月15日(火)
９：00～12：00 役 場 相 談 室 行政相談委員

�  � �
しつけ・いじめ等
に関すること

月～金曜日 (祝・祭日除く)
10：00～16：00

教 育 委 員 会
直 通 電 話 64－４９５４

� � ! "
� �

介護に関すること 月～金曜日 (祝・祭日除く)
９：00～12：00

野辺地ホーム
直 通 電 話 64－１０７０

#$%&'()*���+�,$-./0121345678

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
お
支
払
い

方
法
に
よ
っ
て
お
得
な
割
引
料
金
が
設

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
定
期
間
の
保
険
料
を
一
括
で
前
払

い
す
る

｢

前
納
制
度｣

を
ご
利
用
い
た

だ
く
と
、
納
め
忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま

せ
ん
し
、
さ
ら
に
保
険
料
が
割
引
と
な

り
大
変
お
得
で
す
。

こ
の

｢

前
納
制
度｣

は
、
口
座
振
替

に
よ
る
前
納
と
、
現
金
払
い
に
よ
る
前

納
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

４
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で｣

の
１
年
分
の
保
険
料
を

前
払
い
す
る

｢

１
年
前
納｣

と
、｢

４

月
か
ら
９
月
ま
で｣

・

｢

10
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で｣

の
６
か
月
分
の
保
険
料

を
前
払
い
す
る

｢

６
ヶ
月
前
納｣

が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
申
込
み
締
切
日
は

次
の
と
お
り
で
す
。

�
�

�
�

�
�

�
�

①

口
座
振
替
の
場
合

ア

１
年
前
納

２
月
末

イ

６
ヶ
月
前
納

(
前
半)

２
月
末

ウ

６
ヶ
月
前
納

(

後
半)
８
月
末

②

現
金
払
い
の
場
合

ア

１
年
前
納

４
月
末

イ

６
ヶ
月
前
納

(

前
半)

４
月
末

ウ

６
ヶ
月
前
納

(

後
半)

10
月
末

平
成
21
年
度
の
場
合
、
口
座
振
替
に

よ
る
６
ヶ
月
前
納
を
ご
利
用
す
る
と
通

常
ど
お
り
６
か
月
分
を
納
付
す
る
よ
り

１
�
０
０
０
円
、
現
金
払
い
に
よ
る
６

ヶ
月
前
納
を
ご
利
用
す
る
と
７
１
０
円

割
引
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
６
ヶ
月
前

納

(

後
半)

を
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
来
年

度
分
と
し
て
ご
検
討
願
い
ま
す
。

ま
た
、
現
金
払
い
に
よ
る
前
納
の
場

合
は
、｢

任
意
の
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で｣

を
前
納
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
市
町
村
役
場
国
民
年
金
担
当

係
、
社
会
保
険
事
務
所
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎

参
考

平
成
21
年
度
の
割
引
額

口
座
振
替
に
よ
る
１
年
前
納

３
�
６
９
０
円

現
金
払
い
に
よ
る
１
年
前
納

３
�
１
２
０
円

方
は
、
次
の
①
、
②
に
該
当
す
る
方
に

な
り
ま
す
。

①

生
年
月
日
が
明
治
44
年
４
月
１
日

以
前
の
方
。

②

生
年
月
日
が
明
治
44
年
４
月
２
日

か
ら
大
正
５
年
４
月
１
日
ま
で
の
方

で
、
保
険
料
納
付
済
期
間
が
１
年
未

満
で
あ
り
、
保
険
料
免
除
期
間
と
合

わ
せ
た
期
間
が
生
年
月
日
に
応
じ
て

次
の
期
間
を
超
え
て
い
る
方
。

◆
明
治
45
年
４
月
１
日
以
前
生

４
年

◆
明
治
45
年
４
月
２
日
〜

大
正
２
年
４
月
１
日
生

５
年

◆
大
正
２
年
４
月
２
日
〜

大
正
３
年
４
月
１
日
生

６
年

◆
大
正
３
年
４
月
２
日
〜

大
正
５
年
４
月
１
日
生

７
年

※

受
給
す
る
ご
本
人
が
、
恩
給
法
に

よ
る
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
等
、

年
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給

停
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

老
齢
福
祉
年
金
と
は
、
国
民
年
金
制

度
が
発
足
し
た
当
時(

昭
和
36
年
４
月)

、

す
で
に
ご
高
齢
で
あ
っ
た
た
め
に
老
齢

年
金
の
受
給
資
格
を
満
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
方
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
年
金

で
、
平
成
21
年
度
の
年
金
額
は
、
４
０

５
�
８
０
０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
町
村
役
場
国
民
年
金
担
当
係
へ
請

求
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
対
象
と
な
る

�
�
�
�
�
�
�
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OPAQ

RST�U

９月17日木�
13：15開始

10月22日木�
13：15開始

野辺地病院
小 児 科
(64－3211)

〈９月17日〉
平成21年５月生まれ

〈10月22日〉
平成21年６月生まれ

育児相談
離乳食前期指導
身体計測
小児科医診察等
結核予防法によるＢＣＧワク
チンの定期接種

対象者には個別に通
知します｡

VWXYZ[$

�PAQ

RST%&

９月９日水�
10：00開始

健 康 増 進
セ ン タ ー
(64－1770)

電話でのご
相談・お問
い合わせは
64－8080
(はればれ)
火・木曜日

平成21年２月生まれの乳児

育児相談
離乳食中期指導
離乳食試食
身体計測

母子健康手帳､ バス
タオルをお持ちくだ
さい｡
対象者への個別通知
はしておりません｡
毎月の広報で確認の
うえ､ おいでくださ
い｡

75PAQ

RST�U

９月９日水�
13：00開始

平成20年11月生まれの乳児 育児相談
離乳食後期指導
身体計測・歯科保健指導・歯
科健診等

�\Q

RST�U

９月９日水�
13：30開始

平成20年９月生まれの乳児

]^9�

RST%&

９月９日水�
14：30開始

０歳児から就学前まででこれ
までのこども健診・相談の対
象月年齢以外の児 (希望者)

育児相談・栄養相談
身体計測
歯科健診等

できれば､前日までに
健康増進センターに
お申し込みください｡

�\_PAQ

RST�U

９月１日火�
12：50開始

平成20年２月～平成20年３月
生まれの幼児

育児相談・身体計測
小児科医診察
歯科健診等

対象者には個別に通
知します｡

R'`�%&
10月６日火�
15：00開始

ことばなどの発達で相談した
い幼児

個別相談・指導 (わかば学級
教諭が対応)

前日までに､ 健康増
進センターにお申し
込みください｡

a\Q

RST�U

10月６日火�
12：40開始

平成18年３月～４月生まれの
幼児

育児相談・身体計測
生活栄養指導
小児科診察・歯科健診
尿検査・聴覚検査等

対象者には個別に通
知します｡

<b<bcdef�
火・木曜日
(祝祭日除く)
８：30～17：00

妊婦､ 産後の方､ 育児中の母
親､ 家族の方など

妊娠・育児の電話相談
(保健師が対応)

ghi"j`j

kl%&

思春期の方､ 思春期のお子さ
んをもつ親など

思春期のこころやからだの電
話相談 (保健師が対応)

mn��%&

火・木曜日
(祝祭日除く)
８：30～17：00

町民一般
保健師による健康相談
管理栄養士による食事相談

あれば健康手帳や健
診結果通知書をお持
ちください｡
事前にお申し込みく
ださい｡

o � p c q

r s �

９月18日金�
13：30～15：00

健 康 増 進
セ ン タ ー

妊婦とその家族

おしゃべり､ 情報交換､ リフ
レッシュ
公立野辺地病院の助産婦によ
る妊娠中の生活や母乳の準備
等のお話があります｡

事前申込みはいりま
せん｡

t u v R S T

w x k l % &

土曜日・日曜日
・祝日
19：00～22：30

＃８０００
または

０１７-

７
な

２
に

２
に

-１
い

１
い

５
こ

２
に

小児の保護者等

小児の急病等への家庭内での
対応や医療機関への受診の目
安などの相談の対応 (看護師
が対応 小児科医が支援)

青森県が実施主体です｡
電話番号はどちらも携
帯電話からでも可能で
す｡

yYZ[$z

{|^}|^~

n�i

９月１日火�
～９月30日水�

町 内 委 託
医 療 機 関

平成15年４月２日～
平成16年４月１日生れの幼児
(平成22年度就学児)

予防接種法による定期接種

対象者には個別に通
知しています｡
８月以降・転入され
た方など案内が届い
ていない方は連絡く
ださい｡
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